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第１章　総則

（趣旨）
第１条　この規程は、公立大学法人福島県立医科大学定款（以下「定款」という。）第１３条第２項及び第２３
条の規定に基づき、公立大学法人福島県立医科大学（以下「法人」という。）及び法人が設置する福島県立医
科大学（以下「大学」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第２章　組織

（法人の内部組織）
第２条　法人に、定款第３条により設置する大学のほか、法人経営室、放射線医学県民健康管理実施本部、医療
研究推進戦略本部、ダイバーシティ推進本部、企画広報戦略本部、地域医療支援本部、評価室、危機管理室、
ふくしま国際医療科学センター運営本部、国際連携戦略本部、F-REI連携推進本部及び監査室を置く。
法人の内部組織（大学を除く。以下この条において同じ。）の分掌事務は、次のとおりとする。
内部組織 分　掌　事　務
法人経営室 理事長職務の補佐に関すること　
放射線医学県民健康管理 放射線影響に係る県民健康管理の実施に関すること
実施本部
医療研究推進戦略本部 医療研究及び医療産業連携の推進並びに外部資金・知的財産の管理運営に関すること
ダイバーシティ推進本部 ダイバーシティの推進に関すること
企画広報戦略本部 将来構想、目標 ・計画、広報戦略に関すること
地域医療支援本部 地域医療の支援に関すること
評価室 自己点検・評価、認証評価機関評価、公立大学法人評価委員会評価等に関すること
危機管理室 自然災害、事件 ・事故及び重大な不祥事等の対応、予防等に関すること
ふくしま国際医療科学セン 東日本大震災及び原子力災害からの医療面での復興に向けた拠点の運営に関する
ター運営本部 こと
国際連携戦略本部 国際交流事業に係る重要な方針の決定等に必要な戦略的な企画立案、総合調整、情報

共有等に関すること
F-REI連携推進本部 福島国際研究教育機構と連携した研究等の推進に関すること
監査室 監査に関すること

２　法人の内部組織について必要な事項は、別に定める。

（学部）
第３条　大学に、医学部、看護学部及び保健科学部を置く。
２　医学部、看護学部及び保健科学部に関し必要な事項については、福島県立医科大学学則の定めるところによる。

（別科）
第３条の２　大学に、別科を置く。
２　本学別科に、助産学専攻を置く。
３　助産学専攻に関し必要な事項については、福島県立医科大学別科学則の定めるところによる。

（大学院）
第４条　大学に、大学院を置く。
２　本学大学院に、医学研究科及び看護学研究科を置く。
３　研究科に関し必要な事項については、福島県立医科大学大学院学則の定めるところによる。
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（総合科学教育研究センター）
第４条の２　大学に、総合科学教育研究センターを置く。
２　総合科学教育研究センターに関し必要な事項は、別に定める。

（事務局等）
第５条　大学に、総務・企画、会計、施設及び次項に定める学生部に関する事務等を処理させるため、事務局を
置く。

２　大学に、教務及び学生の厚生補導等に関する事務等を処理させるため、学生部を置く。
３　事務局等に関し必要な事項については、別に定める。

（医療人育成・支援センター）
第５条の２　大学に、医療人育成・支援センターを置く。
２　医療人育成・支援センターに関し必要な事項は、別に定める。

（看護師特定行為研修センター）
第５条の３　大学に、看護師特定行為研修センターを置く。
２　看護師特定行為研修センターに関し必要な事項は、別に定める。

（医療研究推進センター）
第５条の４　大学に、医療研究推進センターを置く。
２　医療研究推進センターに関し必要な事項は、別に定める。

（ダイバーシティ推進室）
第５条の５　大学に、ダイバーシティ推進室を置く。
２　ダイバーシティ推進室に関し必要な事項は、別に定める。

（広報コミュニケーション室）
第５条の６　大学に、広報コミュニケーション室を置く。
２　広報コミュニケーション室に関し必要な事項は、別に定める。

（国際交流センター）
第５条の７　大学に、国際交流センターを置く。
２　国際交流センターに関し必要な事項は、別に定める。

（地域医療支援センター）
第５条の８　大学に、地域医療支援センターを置く。
２　地域医療支援センターに関し必要な事項は、別に定める。

（ふくしま子ども・女性医療支援センター）
第５条の９　大学に、ふくしま子ども・女性医療支援センターを置く。
２　ふくしま子ども・女性医療支援センターに関し必要な事項は、別に定める。

（附属施設）
第６条　大学、医学部及び事務局に、附属病院その他の附属施設を設置する。
２　附属施設について必要な事項は、別に定める。

（名称等）
第７条　第３条から第６条の規定により設けられる大学の内部組織等の名称及びそれぞれの分掌事務は、別表第

１のとおりとする。

（寄附講座）
第７条の２　法人又は大学に寄附講座を設けることができる。
２　寄附講座の名称その他必要な事項は、別に定める。

第３章　職制

（副理事長及び理事の担当等）
第８条　定款第９条第３項及び第５項に定める副理事長及び理事の担当、兼務する職及び所掌事務は、次のとお
 りとする。

担当 兼務する職 所掌事務
復興・国際担当 復興事業の推進、産学官連携、国際化に関すること
県民健康担当 副学長（県民健康担当） 東日本大震災に伴う県民健康調査に関すること
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医療 ・臨床教育担当 副学長（臨床教育担当） 附属病院、臨床教育に関すること
教育・研究担当 副学長（学務担当） 教育、研究、学術情報、学務、医療人育成、知的

財産管理活用に関すること
地域医療担当 副学長（地域医療担当） 地域医療、医療人材の確保・育成に関すること
経営・内部統制担当 評価、経営分析、内部統制に関すること
企画・管理運営担当 事務局長 法人の管理運営、危機管理、企画、目標・計画、

広報戦略に関すること
２　必要に応じ副理事を置くことができる。
３　学長の下に総括副学長（総務担当）を置き、県民健康担当、学務担当、臨床教育担当、地域医療担当の副学

長を統括する。

（常任顧問）
第８条の２　法人の経営及び教育研究に関する業務について助言を受けるため、常任顧問を置くことができる。
２　常任顧問に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

（理事の教育職への復帰等）
第９条　理事長は、法人の教育職員から就任した副理事長又は理事が希望する場合、就任前の職に復帰すること

ができるように措置することができる。ただし、公立大学法人福島県立医科大学職員就業規則（以下「就業規則」
という。）第２４条に定める定年年齢を超える場合は除く。

２　副理事長及び理事（医療・臨床教育担当を除く）は、本来の職務に支障がないと理事長が認める場合に限り、
必要最小限の教育、研究及び医療に従事することができる。

（役員の選考等）
第１０条　副理事長及び理事は理事長が選考する。
２　副理事長及び理事の選考に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

（役員の報酬等）
第１１条　役員の報酬及び退職手当等に関し必要な事項については、公立大学法人福島県立医科大学役員報酬規

程及び公立大学法人福島県立医科大学役員退職手当規程の定めるところによる。

（職の名称及び種類等）
第１２条　次の表の左欄に掲げる法人の内部組織等に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
組　　織 職 職　　　　　務

大学 学長 学務をつかさどり、所属職員を統括する。
総括副学長（総務担当） 大学運営全般について、学長を統括的に補佐し、全学を指揮

する。
副学長（県民健康担当） 放射線医学県民健康管理センター、健康増進センター、甲状

腺・内分泌センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
副学長（学務担当） 学部、別科、大学院、総合科学教育研究センター、学生部、医

療人育成・支援センター、看護師特定行為研修センター、医療
研究推進センター、附属学術情報センター、寄附講座の業務を
掌理し、所属職員を指揮監督する。

副学長（臨床教育担当） 附属病院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副学長（地域医療担当） 地域医療支援センター、会津医療センターの業務を掌理し、
所属職員を指揮監督する。

教授 学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
准教授
講師 教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
助教 学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
助手 その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務

に従事する。
大 医学部 学部長 学部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
学 副医学部長 医学部長を補佐し、医学部の業務を整理する。
の 大学医学 部門 部門長 部門内における教育研究の円滑な実施に必要な連絡・調整を担
内 部の内部 当する。
部 組織 副部門長 部門長を補佐し、部門内の業務を整理する。
組 外科研修支援担当 外科学部門長の命を受け、外科学部門講座間の教育・研究・
織 臨床を担当する。

講座 講座主任 講座を担任し、所属職員を指揮監督する。
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センター センター長 センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
副センター長 センター長を補佐し、センターの業務を整理する。

大学医学部の附属施設 附属施設の長 附属施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
医学部附属施 研究所の 研究主任 部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

設の内部組織 部門
看護学部 学部長 学部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副看護学部長 看護学部長を補佐し、看護学部の業務を整理する。
大学看護 部門 部門長 部門を担任し、所属職員を指揮監督する。
学部の内
部組織

保健科学部 学部長 学部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
副保健科学部長 保健科学部長を補佐し、保健科学部の業務を整理する。

大学保健 学科 学科長 学科を担任し、所属職員を指揮監督する。
科学部の
内部組織

別科 別科長 別科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

大学の大学院の 研究科長 研究科に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
研究科
大学の大 専攻 専攻長 専攻を担任し、所属職員を指揮監督する。
学院の研
究科の内
部組織

総合科学教育研 総合科学教育研究セン 総合科学教育研究センターに関する事務を掌理し、所属職員を
究センター ター長 指揮監督する。
総合科学教育 領 領域長 領域を担任し、所属職員を指揮監督する。
研究センター 域
の内部組織 副領域長 領域長を補佐し、領域の業務を整理する。

事務局 事務局長 学長の命を受け、法人及び大学に関する事務を掌理し、所属職
員を指揮監督する。

事務局次長 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

事務局参事（任意設置） 上司の命を受け、事務局の事務に関する企画及び調整に参画す
る。

事務局主幹 上司の命を受け、特に指示された事務局の事務を掌理する。
事務局 事務局 課長 上司の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を
の内部 の 指揮監督する。
組織 課・室 室長 上司の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を

指揮監督する。
主幹（任意設置） 上司の命を受け、特に指示された課の事務を

掌理する。
副課長 課長を補佐し、課の事務を掌理する。
副室長 室長を補佐し、室の事務を掌理する。

事務局 係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督す
の係 る。

事務局 大学健康管理 所長 事務局長の命を受け、健康管理業務を掌理し、所属職員を指
の附属 センター 揮監督する。
施設 病児病後児保 所長 事務局長の命を受け、病児病後児保育業務を掌理し、所属職

育所 員を指揮監督する。
副所長 病児病後児保育所長を補佐し、病児病後児保育所の業務を整

理する。
学生部 学生部長 学長の命を受け、学生部に関する事務を掌理し、所属職員を

指揮監督する。
医学学生部長 学生部長を補佐し、学生部の業務を整理する。
看護学学生部長
保健科学学生部長

医療人育成・支 医療人育成・支援 学長の命を受け、医療人育成・支援センターの業務を掌理し、
援センター センター長 所属職員を指揮監督する。
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医療人育成・支 部 部門長 上司の命を受け、部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
援センターの内 門 する。
部組織 副部門長 部門長を補佐し、部門の業務を整理する。

災害医療総合学習セン 上司の命を受け、災害医療総合学習センターの業務を掌理し、
ター長 所属職員を指揮監督する。
医療手技 センター長 上司の命を受け、医療手技手術教育研修開発センターの業務を
教育研修 掌理し、所属職員を指揮監督する。
開発 副センター長 センター長を補佐し、医療手技教育研修開発センター
センター の業務を整理する。

看護師特定行 看護師特定行為研修 学長の命を受け、看護師特定行為研修センターの業務を掌理し、
為研修センター センター長 所属職員を指揮監督する。
医療研究推進 医療研究推進センター長 学長の命を受け、医療研究推進センターの業務を掌理し、
センター 所属職員を指揮監督する。
医療研究推進 部 部門長 上司の命を受け、部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
センターの内部 門 する。
組織
ダイバーシティ ダイバーシティ推進室長 学長の命を受け、ダイバーシティ推進室の業務を掌理し、所属
推進室 職員を指揮監督する。
広報コミュニケー 室長 学長の命を受け、広報コミュニケーション室の業務を掌理し、
ション室 所属職員を指揮監督する。
国際交流 センター長 学長の命を受け、国際交流センターの業務を掌理し、所属職員を
センター 指揮監督する。

副センター長 センター長を補佐し、センターの業務を整理する。
地域医療支援 センター長 学長の命を受け、地域医療支援センターの業務を掌理し、所属
センター 職員を指揮監督する。

副センター長 センター長を補佐し、センターの業務を整理する。
ふくしま子ども・ センター長 学長の命を受け、ふくしま子ども・女性医療支援センターの業務
女性医療支援 を掌理し、所属職員を指揮監督する。
センター 副センター長 センター長を補佐し、センターの業務を整理する。

大 附属学術情報 附属学術情報センター長 学長の命を受け、附属学術情報センターの業務を掌理し、所属
学 センター 職員を指揮監督する。
の 附属病院 附属病院長 学長の命を受け、附属病院の業務を掌理し、所属職員を指揮監
附 督する。
属 附属病院副病院長 附属病院長を補佐し、附属病院の業務を整理する。
施 附属病院病院長特別補佐 附属病院長の特別の命を受け、担当する業務について附属病院
設 長を補佐する。

附属病院病院長補佐 附属病院長の命を受け、担当する業務について附属病院長を
補佐する。

大 医療安全管 医療安全管理部長 上司の命を受け、医療安全管理部の業務を掌理し、所属職員を
学 理部 指揮監督する。
附 医療安全管理部副部長 医療安全管理部長を補佐し、医療安全管理部の業務を整理する。
属 看護師長 上司の命を受け、担任の業務を処理し、所属職員を指揮監督す
病 る。
院 副看護師長（任意設置） 看護師長を補佐し、担任の業務を処理する。
の 感染制御部 感染制御部長 上司の命を受け、感染制御部の業務を掌理し、所属職員を指揮

内 監督する。
部 感染制御部副部長 感染制御部長を補佐し、感染制御部の業務を整理する。
組 看護師長 上司の命を受け、担任の業務を処理し、所属職員を指揮監督す
織 る。

副看護師長（任意設置） 看護師長を補佐し、担任の業務を処理する。
医療情報部 医療情報部長 上司の命を受け、医療情報部の業務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。
医療情報部副部長 医療情報部長を補佐し、医療情報部の業務を整理する。
医療情報係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

患者サポート患者サポートセンター部長 上司の命を受け、患者サポートセンターの業務を掌理し、所属

センター 職員を指揮監督する。
患者サポートセンター副 患者サポートセンター部長を補佐し、患者サポートセンターの
部長 業務を整理する。
看護師長 上司の命を受け、担任の業務を処理し、所属職員を指揮監督す

る。
副看護師長（任意設置） 看護師長を補佐し、担任の業務を処理する。
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災害医療部 災害医療部長 上司の命を受け、災害医療部の業務を掌理し、所掌職員を指揮

監督する。
災害医療部副部長 災害医療部長を補佐し、災害医療部の業務を整理する。

災害医療部 センター長 上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮
の内部組織 監督する。

副センター長 センター長を補佐し、センターの業務を整理する。
事務部長 上司の命を受け、事務部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。
臨床研究 臨床研究管理部長 上司の命を受け、臨床研究管理部の業務を掌理し、
管理部 所属職員を指揮監督する。

臨床研究管理副部長 臨床研究管理部部長を補佐し、臨床研究管理部の業務
を整理する。

病院経営 病院経営戦略部長 上司の命を受け、病院経営戦略部の業務を掌理し、
戦略部 所属職員を指揮監督する。

病院経営戦略副部長 病院経営戦略部長を補佐し、病院経営戦略部の業務
を整理する。

臨床医学 臨床医学教育研修 上司の命を受け、臨床医学教育研修センターの業務を掌理し、
教育研修 センター部長 所属職員を指揮監督する。
センター 臨床医学教育研修 臨床医学教育研修センター部長を補佐し、臨床医学教育研修

センター副部長 センターの業務を整理する。
ふたば救急 センター長 上司の命を受け、ふたば救急総合医療支援センターの業務を

総合医療支 掌理し、所掌職員を指揮監督する。
援センター 副センター長 センター長を補佐し、センターの業務を整理する。
科 部長 上司の命を受け、科の診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。
副部長 部長を補佐し、科の業務を整理する。

検査部 検査部長 上司の命を受け、検査部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

検査部副部長 検査部長を補佐し、検査部の業務を整理する。
検査部長補佐 上司の命を受け、担当する業務について検査部長を補佐する。
検査技師長 検査部長を補佐し、検査部の専門の技術に関する業務を整理す

る。
副検査技師長 検査技師長を補佐し、検査の業務を処理する。
係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

放射線部 放射線部長 上司の命を受け、放射線部の業務を掌理し、所属職員を指揮監
督する。

放射線副部長 放射線部長を補佐し、放射線部の業務を整理する。

放射線技師長 放射線部長を補佐し、放射線部の専門の技術に関する業務を整
理する。

副放射線技師長 放射線技師長を補佐し、放射線部の業務を処理する。
係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

手術部 手術部長 上司の命を受け、手術部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

手術部副部長 手術部長を補佐し、手術部の業務を整理する。
集中治療部 集中治療部長 上司の命を受け、集中治療部の業務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。
集中治療部副部長 集中治療部長を補佐し、集中治療部の業務を整理する。

総合周産期 総合周産期母子医療セン 上司の命を受け、総合周産期母子医療センターの業務を掌理し、

母子医療セ ター部長 所属職員を指揮監督する。
ンター 総合周産期母子医療セン 総合周産期母子医療センター部長を補佐し、総合周産期母子医

ター副部長 療センターの業務を整理する。
病理部 病理部長 上司の命を受け、病理部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。
病理部副部長 病理部長を補佐し、病理部の業務を整理する。

輸血・移植 輸血・移植免疫部長 上司の命を受け、輸血・移植免疫部の業務を掌理し、所属職員
免疫部 を指揮監督する。

輸血・移植免疫部副部長 輸血・移植免疫部長を補佐し、輸血・移植免疫部の業務を整理
する。

地域・家庭 地域・家庭医療部長 上司の命を受け、地域・家庭医療部の業務を掌理し、所属職員
医療部 を指揮監督する。

セ
ン
タ
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地域・家庭医療部副部長 地域・家庭医療部長を補佐し、地域・家庭医療部の業務を整理
する。

内視鏡診療 内視鏡診療部長 上司の命を受け、内視鏡診療部の業務を掌理し、所属職員を指
部 揮監督する。
リハビリテ リハビリテーションセン 上司の命を受け、リハビリテーションセンターの業務を掌理し、

ーションセ ター部長 所属職員を指揮監督する。
ンター リハビリテーションセン リハビリテーションセンター部長を補佐し、リハビリテーショ

ター副部長 ンセンターの業務を整理する。
リハビリテーション技師長 リハビリテーションセンター部長を補佐し、リハビリテーショ

ン部の専門の技術に関する業務を整理する。
リハビリテーション副技師長リハビリテーション技師長を補佐し、リハビリテーション部の

業務を処理する。
係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

救命救急セ 救命救急センター部長 上司の命を受け、救命救急センターの業務を掌理し、所属職員
ンター を指揮監督する。

救命救急センター副部長 救命救急センター部長を補佐し、救命救急センターの業務を整
理する。

臨床腫瘍セ 臨床腫瘍センター長 上司の命を受け、臨床腫瘍センターの業務を掌理し、所属職員
ンター を指揮監督する。

臨床腫瘍センター次長 臨床腫瘍センター長を補佐し、臨床腫瘍センターの業務を整理
する。

臨床腫瘍センター部門長 上司の命を受け、部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督す
る。

臨床工学セ 臨床工学センター部長 上司の命を受け、臨床工学センターの業務を掌理し、所属職員
ンター を指揮監督する。

臨床工学センター副部長 臨床工学センター部長を補佐し、臨床工学センターの業務を整
理する。

臨床工学技師長 臨床工学センター部長を補佐し、臨床工学センターの専門の技
術に関する業務を整理する。

臨床工学副技師長 臨床工学技師長を補佐し、臨床工学センターの業務を処理する。
人工透析セ 人工透析センター部長 上司の命を受け、人工透析センターの業務を掌理し、所属職員
ンター を指揮監督する。

人工透析センター副部長 人工透析センター部長を補佐し、人工透析センターの業務を整
理する。

痛み緩和医療痛み緩和医療センター 上司の命を受け、痛み緩和医療センターの業務を掌理し、

センター 部長 所掌職員を指揮監督する。
痛み緩和医療センター 痛み緩和医療センター部長を補佐し、痛み緩和医療センターの
副部長 業務を整理する。

甲状腺・ 甲状腺・内分泌診療 上司の命を受け、甲状腺・内分泌診療センターの業務を掌理し、
内分泌 センター部長 所属職員を指揮監督する。
診療センター甲状腺・内分泌診療 甲状腺・内分泌診療センター部長を補佐し、甲状腺・内分泌

センター副部長 診療センターの業務を整理する。
人工関節 人工関節センター部長 上司の命を受け、人工関節センターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。

人工関節センター副部長 人工関節センター部長を補佐し、人工関節センターの業務を整
理する。

遺伝診療部 遺伝診療部長 上司の命を受け、遺伝診療部の業務を掌理し、所属職員を指揮
監督する。

遺伝診療部副部長 遺伝診療部長を補佐し、遺伝診療部の業務を整理する。
こども医療 こども医療センター部長 上司の命を受け、こども医療センターの業務を掌理し、所属職
センター 員を指揮監督する。

こども医療センター副部 こども医療センター部長を補佐し、こども医療センターの業務
長 を整理する。

脳疾患 脳疾患センター部長 上司の命を受け、脳疾患センターの業務を掌理し、所属職員を
センター 指揮監督する。

脳疾患センター副部長 脳疾患センター部長を補佐し、脳疾患センターの業務を整理
する。

移植医療部 移植医療部長 上司の命を受け、移植医療部の業務を掌理し、所属職員を指揮
監督する。

移植医療部副部長 移植医療部長を補佐し、移植医療部の業務を整理する。
心臓血管 心臓血管センター部長 上司の命を受け、心臓血管センターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。
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心臓血管センター副部長 心臓血管センター部長を補佐し、心臓血管センターの業務を
整理する。

小児・ＡＹＡ小児・ＡＹＡがん長期支 上司の命を受け、小児・ＡＹＡがん長期支援センターの業務を
がん長期支 援センター部長 掌理し、所属職員を指揮監督する。
援センター 小児・ＡＹＡがん長期支 小児・ＡＹＡがん長期支援センター部長を補佐し、小児・

援センター副部長 ＡＹＡがん長期支援センターの業務を整理する。
がんゲノム がんゲノム医療診療部長 上司の命を受け、がんゲノム医療診療部の業務を掌理し、所属
医療診療部 職員を指揮監督する。

がんゲノム医療診療副部 がんゲノム医療診療部の部長を補佐し、がんゲノム医療診療部
長 の業務を整理する。

生殖医療 生殖医療センター 上司の命を受け、生殖医療センターの業務を掌理し、
センター 部長 所属職員を指揮監督する。

生殖医療センター 生殖医療センター部長を補佐し、生殖医療センターの
副部長 業務を整理する。

先端的低侵 先端的低侵襲手術セン 上司の命を受け、先端的低侵襲手術センターの業務を掌理し、
襲手術セン ター部長 所属職員を指揮監督する。
ター 先端的低侵襲手術セン 先端的低侵襲手術センター部長を補佐し、先端的低侵襲手術

ター副部長 センターの業務を整理する。
呼吸器 呼吸器センター部長 上司の命を受け、呼吸器センターの業務を掌理し、所属職員を
センター 指揮監督する。

呼吸器センター副部長 呼吸器センター部長を補佐し、呼吸器センターの業務を整理す
る。

栄養管理部 栄養管理部長 上司の命を受け、栄養管理部の業務を掌理し、所属職員を指揮
監督する。

栄養管理部副部長 栄養管理部長を補佐し、栄養管理部の業務を整理する。
材料部 材料部長 上司の命を受け、材料部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。
材料部副部長 材料部長を補佐し、材料部の業務を整理する。

臨床研究 臨床研究教育推進部長 上司の命を受け、臨床研究教育推進部の業務を掌理し、所属職
教育推進部 員を指揮監督する。

臨床研究教育推進部副部 臨床研究教育推進部長を補佐し、臨床研究教育推進部の業務を
長 整理する。

性差医療セ 性差医療センター部長 上司の命を受け、性差医療センターの業務を掌理し、所属職員
ンター を指揮監督する。

性差医療センター副部長 性差医療センター部長を補佐し、性差医療センターの業務を整
理する。

臨床研究 センター長 上司の命を受け、臨床研究センターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。

副センター長 臨床研究センター長を補佐し、臨床研究センターの業務を整理
する。

臨床研究 部 部門長 上司の命を受け、部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督す
センターの 門 る。
内部組織 副部門長 部門長を補佐し、部門の業務を整理する。
診療支援部 部長 上司の命を受け、診療支援部の業務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。
副部長 診療支援部長を補佐し、診療支援部の業務を整理する。

看護部 看護部長 上司の命を受け、看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

看護部副部長 看護部長を補佐し、看護部の業務を整理する。
看護師長 上司の命を受け、担任の看護業務を処理し、所属職員を指揮監

督する。
助産師長 上司の命を受け、担任の助産業務を処理し、所属職員を指揮監

督する。
副看護師長 看護師長を補佐し、担任の看護業務を処理する。

副助産師長 看護師長を補佐し、担任の助産業務を処理する。

薬剤部 薬剤部長 上司の命を受け、薬剤部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

薬剤部副部長 薬剤部長を補佐し、薬剤部の業務を整理する。
係長 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
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ふくしま国際医 センター長 学長の命を受け、ふくしま国際医療科学センターの業務を掌理
療科学センター し、所属職員を指揮監督する。

常勤参与 ふくしま国際医療科学センター運営全般について、センター長
へ助言を行う。

副センター長 ふくしま国際医療科学センター長を補佐し、ふくしま国際医療
科学センターの業務を整理する。

放射線医学 センター長 上司の命を受け、放射線医学県民健康管理センターの業務を掌

県民健康管 理し、所属職員を指揮監督する。
理センター 総括副センター長 放射線医学県民健康管理センター運営全般について、センター

長を統括的に補佐する。
副センター長 放射線医学県民健康管理センター長を補佐し、放射線医学県民

健康管理センターの業務を整理する。
放射線医学県 企 室長 センター長の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を指揮監
民健康管理セ 画 督する。
ンターの内部 室 副室長 室長を補佐し、室の業務を整理する。
組織 部 部門長 上司の命を受け、部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督す

門 る。
室長 部門長の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。
副室長 室長を補佐し、室の業務を整理する。

広報・ 室長 総括副センター長の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を
国際 指揮監督する。
連携室 副室長 室長を補佐し、室の業務を整理する。

健康増進 センター長 上司の命を受け、健康増進センターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。

副センター長 センター長を補佐し、健康増進センターの業務を整理する。
事務長 上司の命を受け、健康増進センターの業務を掌理する。
副事務長 事務長を補佐し、健康増進センターの業務を整理する。

甲状腺・内分 センター長 上司の命を受け、甲状腺・内分泌センターの業務を掌理し、所
泌センター 指揮監督する。

副センター長 センター長を補佐し、甲状腺・内分泌センターの業務を整理す
る。

先端臨床研 センター長 上司の命を受け、先端臨床研究センターの業務を掌理し、所属
究センター 職員を指揮監督する。

総括副センター長 先端臨床研究センター運営全般について、センター長を統括的
に補佐する。

副センター長 先端臨床研究センター長及び総括副センター長を補佐し、先端
臨床研究センターの業務を整理する。

先端臨床研究 部 部門長 上司の命を受け、部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督す
センターの内 門 る。
部組織 副部門長 部門長を補佐し、部門の業務を整理する。

医療－産業ト センター長 上司の命を受け、医療－産業トランスレーショナルリサーチセ
ランスレーショ ンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
ナルリサーチ 副センター長 医療－産業トランスレーショナルリサーチセンター長を補佐し、
センター 医療－産業トランスレーショナルリサーチセンターの業務を整

理する。
医療－産業ト 部 部門長 上司の命を受け、部門・室の業務を掌理し、所属職員を指揮監
ランスレーショ 門 室長 督する。
ナルリサーチ  ・
センターの内 室
部組織

臨床研究イノベー センター長 学長の命を受け、臨床研究イノベーションセンターの業務を掌
ションセンター 理し、所属職員を指揮監督する。

副センター長 臨床研究イノベーションセンター長を補佐し、臨床研究センタ
ーの業務を整理する。

会津医療センター 会津医療センター長 学長の命を受け、会津医療センターの業務を掌理し、所属職員
を指揮監督する。

会津医療センター 会津医療センター長を補佐し、会津医療センターの業務を整理
副センター長 する。
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会 講座 主任 講座を担任し、所属職員を指揮監督する。
津 臨床医学部門 部門長 部門内における教育研究の円滑な実施に必要な連絡・調整を担
医 当する。
療 附属病院 附属病院長 会津医療センター長の命を受け、附属病院の業務を掌理し、所
セ 属職員を指揮監督する。
ン 附属病院副病院長 附属病院長を補佐し、附属病院の業務を整理する。
タ 附 科 医監 上司の命を受け、特に指示された診療業務を掌理する。
ー 属 主任部長 上司の命を受け、特に指示された診療業務を掌理する。
の 病 科部長 上司の命を受け、担任の診療業務を処理する。
内 院 科長 上司の命を受け、担任の診療業務を処理する。
部 の 医長 上司の命を受け、担任の診療業務を処理する。
組 内 医員 上司の命を受け、診療業務をつかさどる。
織 部 医療安全 医療安全部長 上司の命を受け、医療安全部の業務を掌理し、所属職員を指揮

組 部 監督する。
織 副部長（任意設置） 部長を補佐し、医療安全部の業務を整理する。

看護師長 上司の命を受け、担任の業務を処理し、所属職員を指揮監督す
る。

副看護師長（任意設置） 看護師長を補佐し、担任の業務を処理する。
感染対策 感染対策部長 上司の命を受け、感染対策部の業務を掌理し、所属職員を指揮
部 監督する。

副部長（任意設置） 部長を補佐し、感染対策部の業務を整理する。
看護師長 上司の命を受け、担任の業務を処理し、所属職員を指揮監督す

る。
副看護師長（任意設置） 看護師長を補佐し、担任の業務を処理する。

医療情報 医療情報部長 上司の命を受け、医療情報部の業務を掌理し、所属職員を指揮
部 監督する。

副部長（任意設置） 部長を補佐し、医療情報部の業務を整理する。
患者支援 患者支援センター長 上司の命を受け、患者支援センターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。

副センター長 センター長を補佐し、患者支援センターの業務を整理する。
(任意設置)
看護師長 上司の命を受け、担任の業務を処理し、所属職員を指揮監督す

る。
副看護師長（任意設置） 看護師長を補佐し、担任の業務を処理する。

研修教育 研修教育センター長 上司の命を受け、研修教育センターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。
診療部 診療部長 上司の命を受け、特に指示された診療業務を処理する。
漢方医学 漢方医学センター長 上司の命を受け、漢方医学センターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。

副センター長 漢方医学センター長を補佐し、漢方医学センターの業務を整理
(任意設置) する。

血液疾患 血液疾患治療 上司の命を受け、血液疾患治療センターの業務を掌理し、所属
治療セン センター長 職員を指揮監督する。
ター 副センター長 血液疾患治療センター長を補佐し、血液疾患治療センターの業

(任意設置) 務を整理する。
最先端内 最先端内視鏡診断・ 上司の命を受け、最先端内視鏡診断・治療センターの業務を掌
視鏡診断・ 治療センター長 理し、所属職員を指揮監督する。
治療セン 副センター長 最先端内視鏡診断・治療センター長を補佐し、最先端内視鏡診
ター (任意設置) 断・治療センターの業務を整理する。
脊椎・脊 脊椎・脊髄先進医療セ 上司の命を受け、脊椎・脊髄先進医療センターの業務を掌理し、
髄先進医 ンター長 所属職員を指揮監督する。
療センター 副センター長 脊椎・脊髄先進医療センター長を補佐し、脊椎・脊髄先進医療

(任意設置) センターの業務を整理する。
緩和ケア 緩和ケアセンター長 上司の命を受け、緩和ケアセンターの業務を掌理し、所属職員
センター を指揮監督する。

副センター長 緩和ケアセンター長を補佐し、緩和ケアセンターの業務を整理
(任意設置) する。

中央診療 中央診療部門長 上司の命を受け、中央診療部門の業務を掌理し、所属職員を指
部門 揮監督する。
中 臨床検査 臨床検査部長 上司の命を受け、臨床検査部の業務を掌理し、所属職員を指揮
央 部 監督する。
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診 検査技師長 臨床検査部長を補佐し、臨床検査部の専門の技術に関する業務
療 を整理する。
部 放射線部 放射線部長 上司の命を受け、放射線部の業務を掌理し、所属職員を指揮監
門 督する。
の 放射線技師長 放射線部長を補佐し、放射線部の専門の技術に関する業務を整
内 理する。
部 手術部 手術部長 上司の命を受け、手術部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
組 する。
織 内視鏡部 内視鏡部長 上司の命を受け、内視鏡部の業務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。
リハビリテー リハビリテーション 上司の命を受け、リハビリテーション部の業務を掌理し、所属
ション部 部長 職員を指揮監督する。

リハビリテーション リハビリテーション部長を補佐し、リハビリテーション部の専
技師長 門の技術に関する業務を整理する。

臨床工学 臨床工学部長 上司の命を受け、臨床工学部の業務を掌理し、所属職員を指揮
部 監督する。

臨床工学技師長 臨床工学部長を補佐し、臨床工学部の専門の技術に関する業務
を整理する。

人工透析 人工透析部長 上司の命を受け、人工透析部の業務を掌理し、所属職員を指揮
部 監督する。
外来化学 外来化学療法部長 上司の命を受け、外来化学療法部の業務を掌理し、所属職員を
療法部 指揮監督する。
輸血・血 輸血・血液管理部長 上司の命を受け、輸血・血液管理部の業務を掌理し、所属職員
液管理部 を指揮監督する。
栄養管理 栄養管理部長 上司の命を受け、栄養管理部の業務を掌理し、所属職員を指揮
部 監督する。

栄養技師長 栄養管理部長を補佐し、栄養管理部の専門の技術に関する業務
を整理する。

材料部 材料部長 上司の命を受け、材料部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

看護部 看護部長 上司の命を受け、看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

看護部副部長 看護部長を補佐し、看護部の業務を整理する。
看護師長 上司の命を受け、担任の看護業務を処理し、所属職員を指揮監

督する。
副看護師長 看護師長を補佐し、担任の看護業務を処理する。

薬剤部 薬剤部長 上司の命を受け、薬剤部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督
する。

薬剤部副部長 薬剤部長を補佐し、薬剤部の業務を整理する。
附属研究所 附属研究所長 会津医療センター長の命を受け、附属研究所の業務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。
附属研究所 臨床疫学研究室長 附属研究所長の命を受け、臨床疫学研究室の業務を掌理する。
の内部組織 医療工学研究室長 附属研究所長の命を受け、医療工学研究室の業務を掌理する。

漢方医学研究室長 附属研究所長の命を受け、漢方医学研究室の業務を掌理する。
事務局 事務局長 会津医療センター長の命を受け、会津医療センターに関する

事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
事務局次長 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。
事務局 主幹（任意設置） 上司の命を受け、特に指示された課・室の業務を掌理する。
の内部 事務局 課長 上司の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督す
組織 の課・室 る。

室長 上司の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督す
る。

事務局 係長 上司の命を受け、係の業務を処理し、所属職員を指揮監督す
の係 る。

法 法人経営室 室長 理事長の命を受け、法人経営に関する業務を掌理し、所属職
人 員を指揮監督する。
の 副室長 法人経営室長を補佐し、法人経営室の業務を整理する。
内 放射線医学県民 本部長 上司の命を受け、放射線影響に係る県民健康管理に関する事
部 健康管理実施本部 務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
組 副本部長 放射線医学県民健康管理実施本部長を補佐し、放射線医学県
織 民健康管理実施本部の業務を整理する。
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医療研究推進戦略 本部長 上司の命を受け、医療研究の推進に関する業務、医療・産業
本部 連携の推進に関する業務並びに知的財産の創出支援、管理及

び運用並びに外部資金の運用に関する業務を掌理し、所属職
員を指揮監督する。

副本部長 医療研究推進戦略本部長を補佐し、医療研究推進戦略本部の
業務を整理する。

ダイバーシティ 本部長 ダイバーシティ推進に関する事務を掌理し、所属職員を指揮
推進本部 監督する。

副本部長 ダイバーシティ推進本部長を補佐し、ダイバーシティ推進本
部の業務を整理する。

企画広報戦略 本部長 上司の命を受け、企画及び広報戦略に関する事務を掌理し、
本部 所属職員を指揮監督する。

副本部長 企画広報戦略本部長を補佐し、企画広報戦略本部の業務を整
理する。

地域医療支援 本部長 上司の命を受け、地域医療支援に関する事務を掌理し、所属
本部 職員を指揮監督する。

副本部長 地域医療支援本部長を補佐し、地域医療支援本部の業務を整
理する。

評価室 室長 上司の命を受け、評価に関する業務を掌理し、所属職員を指
揮監督する。

副室長 評価室長を補佐し、評価室の業務を整理する。
危機管理室 室長 上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。
ふくしま国際医療 本部長 上司の命を受け、東日本大震災及び原子力災害からの医療面
科学センター運営 での復興に向けた拠点の運営に関する事務を掌理し、所属職
本部 員を指揮監督する。 

副本部長 ふくしま国際医療科学センター運営本部長を補佐し、ふくし
ま国際医療科学センター運営本部の業務を整理する。

国際連携戦略 本部長 上司の命を受け、国際交流事業に係る戦略的な企画立案、
本部 総合調整、情報共有等に関する事務を掌理し、所属職員を

指揮監督する。
副本部長 国際連携戦略本部長を補佐し、国際連携戦略本部の業務を

整理する。
F-REI連携推進 本部長 福島国際研究教育機構と連携した研究等の推進に関する事務
本部 を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副本部長 F-REI連携推進本部長を補佐し、F-REI連携推進本部の業務を
整理する。

監査室 室長 監事の命を受け、監査に関する事務を掌理し、所属職員を指
揮監督する。

２　第１項に規定する一の組織に二人以上の副学長、副部長等を置く場合の各副学長等の職務の担当区分は、一
人を総務担当とし、他を業務担当とする。

３　第１項に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、法人及び大学に、必要に応じ別表第２の左
欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

第４章　審議機関等

（役員会）
第１３条　法人に、定款第１４条の規定に基づき、理事長、副理事長及び理事で構成する公立大学法人福島県立
医科大学役員会（以下「役員会」という）を置く。

２　役員会に関し必要な事項については、公立大学法人福島県立医科大学役員会規程の定めるところによる。

（経営審議会）
第１４条　法人に、定款第１７条第１項の規定に基づき、本法人の経営に関する重要事項を審議するため、公立
大学法人福島県立医科大学経営審議会（以下「経営審議会」という）を置く。

２　経営審議会に関し必要な事項については、公立大学法人福島県立医科大学経営審議会規程の定めるところに
よる。

（教育研究審議会）
第１５条　大学に、定款第１８条第１項の規定に基づき、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため公立
大学法人福島県立医科大学教育研究審議会（以下「教育研究審議会」という。）を置く。

２　教育研究審議会に関し必要な事項については、公立大学法人福島県立医科大学教育研究審議会規程の定める
ところによる。
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（教授会）
第１６条　第３条第１項に定める各学部に、学校教育法第９３条第１項の規定に基づき、教授会を置く。
２　教授会に関し必要な事項については、福島県立医科大学医学部教授会規程及び福島県立医科大学看護学部教
授会規程及び福島県立医科大学保健科学部教授会規程の定めるところによる。

（別科助産学専攻運営委員会）
第１６条の２　第３条の２第２項に定める助産学専攻に、別科助産学専攻運営委員会を置く。
２　別科助産学専攻運営委員会に関し必要な事項については、福島県立医科大学別科助産学専攻運営委員会規程
の定めるところによる。

（研究科委員会）
第１７条　第４条第２項に定める各研究科に、研究科委員会を置く。
２　研究科委員会に関し必要な事項については、福島県立医科大学大学院医学研究科委員会規程及び福島県立医
科大学大学院看護学研究科委員会規程の定めるところによる。

（附属病院部長会）
第１８条　第６条第１項に定める附属病院に、附属病院部長会を置く。
２　附属病院部長会に関し必要な事項については、福島県立医科大学附属病院部長会に関する規程の定めるとこ
ろによる。

（附属学術情報センター運営委員会）
第１９条　第６条第１項に定める附属学術情報センターに、附属学術情報センター運営委員会を置く。
２　附属学術情報センター運営委員会に関し必要な事項については、福島県立医科大学附属学術情報センター運
営委員会規程の定めるところによる。

（会津医療センター教授会議）
第１９条の２　第６条第１項に定める会津医療センターに、会津医療センター教授会議を置く。
２　会津医療センター教授会議に関し必要な事項については、会津医療センター教授会議規程の定めるところに
よる。

（各種委員会）
第２０条　法人及び大学に、必要に応じ、運営、教育研究等に関する事項を審議するため、各種の委員会を置く。

第５章　財務・会計

（事業年度）
第２１条　法人の事業年度は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「地独法」という。）第
３２条第１項に定めるところにより、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（財務諸表等）
第２２条　法人は、地独法第３４条第３項に定めるところにより、毎事業年度の財務諸表等を事務所に備え置き、
福島県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（平成１８年福島県規則第５４号）第１１条
で定める期間、一般の閲覧に供する。

（会計規程）
第２３条　法人の財務・会計に関し必要な事項については、公立大学法人福島県立医科大学会計規程の定めると
ころによる。

第６章　点検・評価等

（自己点検・評価）
第２４条　大学は、学校教育法第１０９条第１項で定めるところにより、教育研究水準の向上に資するため、教
育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

（認証評価）
第２５条　大学は、学校教育法第１０９条第２項の規定に基づき、大学の総合的な状況について、政令で定めら
れた期間ごとに認証評価機関による認証評価を受けるものとする。

（業務実績評価）
第２６条　法人は、地独法第７８条の２第１項で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績に
ついて、福島県公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。

第７章　その他

（教育研究等の状況の公表）
第２７条　法人は、教育課程その他教育及び研究の状況並びに組織及び運営の状況を、広く周知を図ることがで
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きる方法により公表する。

（法人規程）
第２８条　法人規程は、基本規程、規程、細則、要綱、内規及び申合せとする。
２　法人規程に関し必要な事項については、公立大学法人福島県立医科大学における法人規程に関する規程の定
めるところによる。

　　　附　則
　この基本規程は、平成１８年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成１８年５月１０日から施行し、平成１８年５月１日から適用する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成１８年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成１９年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２０年１月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２０年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２０年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２０年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この基本規程は、平成２１年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この基本規程の施行の際、改正前の基本規程別表第１（第７条関係）に規定する、大学院医学研究科の地域
医療・加齢医科学専攻、機能制御医科学専攻、神経医科学専攻、分子病態医科学専攻については、平成２１年
３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

　　　附　則
　この基本規程は、平成２２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２２年９月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２２年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２３年２月１日から施行する。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この基本規程は、平成２３年４月１日から施行する。

（経過措置）
２　この基本規程の施行の際、改正前の基本規程別表第１（第７条関係）に規定する、企画財務課及びふくしま
医療－産業リエゾン推進室については、研究推進課に必要な人員の配置が可能となるまでの間、なお従前の例
による。

　　　附　則
　この基本規程は、平成２３年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２３年７月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２３年９月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２３年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２４年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２４年１１月２０日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２５年３月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２５年４月１日から施行する。
ただし、会津医療センターに関する規程の改正については、平成２５年５月１２日から施行する。
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　　　附　則
　この基本規程は、平成２５年５月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２５年７月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２５年８月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２５年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２５年１２月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２６年７月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２６年８月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２６年９月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２６年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２７年１月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２７年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２７年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２７年１１月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２８年３月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２８年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２８年５月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２８年７月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２８年８月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２８年１０月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２８年１１月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２９年１月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２９年２月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２９年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成２９年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成３０年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成３０年１２月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成３１年２月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、平成３１年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和元年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和元年７月１日から施行する。
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　　　附　則
　この基本規程は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和５年４月３日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和５年８月１日から施行する。
　　　附　則
　この基本規程は、令和６年４月１日から施行する。

別表第１（第７条関係）
内部組織 分掌事務

大 医 医 神経解剖・発生学講座 各分野における教育及び研究に関すること
学 学 学 解剖・組織学講座

部 科 細胞統合生理学講座
システム神経科学講座
生化学講座
免疫学講座
病態制御薬理医学講座
微生物学講座
基礎病理学講座
衛生学・予防医学講座
公衆衛生学講座
法医学講座
放射線生命科学講座
疫学講座
放射線物理化学講座
健康リスクコミュニケーション学講座

内科学部門 循環器内科学講座
血液内科学講座
消化器内科学講座
リウマチ膠原病内科学講座
腎臓高血圧内科学講座
糖尿病内分泌代謝内科学講座
脳神経内科学講座
呼吸器内科学講座

外科学部門 消化管外科学講座
肝胆膵・移植外科学講座
呼吸器外科学講座
乳腺外科学講座
心臓血管外科学講座
外科研修支援担当

脳神経外科学講座
整形外科学講座
形成外科学講座
産科婦人科学講座
小児科学講座
眼科学講座
皮膚科学講座
泌尿器科学講座
耳鼻咽喉科学講座
神経精神医学講座
放射線医学講座
麻酔科学講座
救急医療学講座
病理病態診断学講座
臨床検査医学講座
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感染制御学講座
輸血・移植免疫学講座
地域・家庭医療学講座
放射線健康管理学講座
甲状腺内分泌学講座
災害こころの医学講座
放射線腫瘍学講座
腫瘍内科学講座
放射線災害医療学講座
リハビリテーション医学講座
総合内科・総合診療医センター

附属生体情報 生体物質研究部門 生体の情報を伝達する物質の分子レベルでの研
伝達研究所 究及び教育に関すること

細胞科学研究部門 生体の情報を伝達する機能の細胞レベルでの研
究及び教育に関すること

生体機能研究部門 生体の情報を伝達する機構の個体レベルでの研
究及び教育に関すること

附属放射性同位元素研究施設 放射性同位元素の使用による医学の研究に関す
ること

附属実験動物研究施設 実験動物の管理及び動物実験による医学の研究
に関すること

附属死因究明センター 事故、事件の死因究明及び研究に関すること
附属教育評価室 (1)　医学部教育の評価に関すること

(2)　医学教育分野別評価に関すること
看 看護学科 生命科学部門 各分野における教育及び研究に関すること
護 基礎看護学部門
学 母性看護学・助産学部門
部 小児・精神看護学部門

成人・老年看護学部門
地域・公衆衛生看護学部門

保 理学療法学科 各分野における教育及び研究に関すること
健 作業療法学科
科 診療放射線科学科
学 臨床検査学科
部
別 助産学専攻 助産学における教育及び研究に関すること
科
大 医学研究科 医学専攻 医学についての専門分野の教育及び研究に関す
学 ること
院 医科学専攻 医科学についての教育及び研究に関すること

災害・被ばく医療科学共同専攻 災害・被ばく医療科学についての教育及び研究
に関すること

看護学研究科 看護学専攻 看護学についての専門分野の教育及び研究に関
すること

総合科学教育研究 人文・社会科学領域 各領域における総合科学の教育及び研究に関す
センター 数物・情報・統計科学領域 ること

生物・化学領域
事務局 総 大学管理係 (1)　大学全体の人事に関すること

務 大学人事係 (2)　法人組織に関すること
課 給与係 (3)　職員の定数に関すること

福利厚生係 (4)　法人及び大学全体の運営に係る事務の調整
法人経営担当 に関すること
管財係 (5)　公印の管理(他課の所掌に属するものを除
施設係 く。）及び公印の管理総括に関すること

(6)　文書の収受、配布、発送、編集及び保存に
関すること

(7)　学内規程の制定改廃に関すること
(8)　役員会、経営審議会、教育研究審議会及び

教授会に関すること
(9)　給与の支給に関すること
(10)　職員の福利厚生に関すること
(11)　大学全体の危機管理に関すること
(12)　訟務に関すること
(13)　財産の取得、処分及び管理に関すること
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(14)　他の課に属さない事務に関すること
総 学 図書館 ・展示館担当 (1)　附属学術情報センターに係る予算及び決算
務 術 情報システム担当 に関すること
課 情 (2)　図書館及び展示館の管理及び運営に関する
の 報 こと
課 室 (3)　公印の管理に関すること(附属学術情報セン
内 ターに係るものに限る。）
室 (4)　図書等の購入・整理・運営に関すること

(5)　図書資料の貸出 ・返却 ・督促に関するこ
と

(6)　情報ネットワークシステムの運用に関する
こと

(7)　大学の情報化推進に関すること
(8)　情報処理教育機器の管理運用に関すること

企 財務経理係 (1)　大学全体の予算及び決算に関すること
画 出納旅費係 (2)　予算の執行に関すること(他課の所掌に属す
財 企画担当 るものを除く。)
務 (3)  旅費の支給に関すること
課 (4)　物品の取得、管理及び処分に関すること

(他課の所掌に属するものを除く。)
(5)　税務に関すること
(6)　その他会計事務に関すること
(7)　大学全体の運営に係る事務の総合企画に関

すること
(8)　中期目標及び中期計画に関すること
(9)　自己点検・評価、認証評価及び外部評価に

関すること
(10)　大学の広報に関すること
(11)　大学の地域貢献に関すること
(12)　大学の国際交流に関すること

医 研究推進係 (1)　医療研究の推進に関すること
療 医療産業連携係 (2)　外部資金に関すること
研 臨床研究・治験係 (3)　寄附講座に関すること
究 委員会係 (4)　研究支援に関すること
推 (5)　各委員会に関すること
進 (6)　知的財産に関すること
課 (7)　産学官連携に関すること

(8)　医療-産業トランスレーショナルリサーチ
センターに関すること

(9)　治験に関すること
教 学生総務係 (1)　学生の入学及び卒業に関すること
育 医学部教務係 (2)　学生の身分及び賞罰に関すること
研 看護学部教務係 (3)　教材に関すること
修 入試係 (4)　学位に関すること
支 研修支援係 (5)　授業料等の調定及び収入に関すること
援 (6)　学生の厚生補導に関すること
課 (7)　学生に係る諸証明、願及び届に関すること

(8)　総合科学教育研究センターに関すること
(9)　医療人育成 ・支援センターに関すること
(10)　その他教務に関すること

保 総務係 (1)　公印の管理に関すること
健 教務係 (2)　施設・管理に関すること
科 入試・企画係 (3)　職員及び学生の健康管理に関すること
学 (4)　図書室の管理及び運営に関すること
部 (5)　学生の入学及び卒業に関すること
事 (6)　学生の身分及び賞罰に関すること
務 (7)　教材に関すること
室 (8)　学位に関すること

(9)　授業料等の調定及び収入に関すること
(10) 学生の厚生補導に関すること
(11) 学生に係る諸証明、願及び届に関すること
(12) 総合科学教育研究センターに関すること
(13) その他教務に関すること

大学健康管理センター 職員及び学生の健康管理に関すること
病児病後児保育所 職員及び学生の子供が病気又は病気の回復期に

あるときの保育に関すること
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病 病院総務係 (1)　附属病院に係る人事に関すること（附属
院 病院人事係 病院に係るものに限る。）。
管 病院運営係 (2)　公印の管理に関すること(附属病院に係る
理 ものに限る。）。
課 (3)　附属病院に係る予算及び決算に関すること

(4)　附属病院の管理及び運営に関すること
医 病院会計係 (1)　医療収入に関すること
事 病院用度係 (2)　物品の取得、管理及び処分に関すること
課 栄養指導係 (附属病院に係るものに限る。) 

給食管理係 (3)　診療報酬に関すること
病院業務係 (4)　患者に係る栄養指導に関すること
医療情報係 (5)　患者に係る給食管理に関すること

(6)　医療情報に関すること
医事課の 経営企画室 附属病院の経営、企画に関すること
課内室 医療連携・患者支援担当 (1)　患者の受付、相談に関すること

相談室 法務調整担当 (2)　医療及び社会保障制度の相談に関すること
医療安全管理 (3)　安全管理に関すること
担当 (4)　患者の入退院に関すること

入退院支援担当
復興推進課 (1)　ふくしま国際医療科学センター内の総合

企画及び調整に関すること
(2)　先端臨床研究センターに関すること
(3)　ふたば救急総合医療支援センターに関する

こと
復興推進 F-REI連携室 福島国際研究教育機構と連携した研究等の推進に
課の課内 関すること
室

健康調査課 県民健康調査に関すること
健康調査 甲状腺検査室 県民の甲状腺検査に関すること
課の課内
室

医療人育成・支援 医学教育部門 各部門における医療人の育成及び支援に関する
センター 臨床医学教育研修部門 こと

看護学教育研修部門
保健科学教育研修部門
災害医療総合学習センター 災害医療における医療人の育成及び支援に関す

ること
医療手技教育研修開発センター 医療手技の教育、研修、開発に関すること

看護師特定行為研修センター 看護師特定行為研修に関すること
医療研究推進 総合支援・研究基盤部門 各部門における医療研究の支援に関すること
センター 臨床研究・治験部門

医療産業連携部門
ダイバーシティ推進室 ダイバーシティ推進及び女性研究者、女性医師の

育成・支援に関すること
広報コミュニケーション室 大学の広報戦略に関すること
国際交流センター 大学の国際交流事業に関すること
地域医療支援センター 県内の地域医療支援に関すること
ふくしま子ども・女性医療支援センター 産婦人科医、小児科医の育成支援に関すること
附属学術情報センター 高度情報化の推進及び情報システムの管理運営

（附属病院を除く。）並びに学術情報の収集、
整理、保存、展示及び提供並びに情報教育研究
に関すること

附属病院 医療安全管理部 医療の安全管理に関すること
感染制御部 感染管理に関すること
医 医療情報係 (1)　医療情報システムの管理及び運営に関する
療 こと
情 (2)　病歴に関すること
報
部
患者サポートセンター 患者サポート及び他の医療機関との連携に関す

ること
災害医療部 基幹災害医療センター 大規模災害時の医療活動に関すること

原子力災害医療・ 原子力災害・総合支援に関すること
総合支援センター
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高度被ばく医療支援 高度被ばく医療支援に関すること
センター
原子力災害拠点センター原子力災害拠点病院に関すること
放射線災害医療センター放射線災害医療に関すること
事務部 災害医療部の事務に関すること

臨床研究管理部 臨床研究法に基づく臨床研究の病院長による
管理等に関すること

病院経営戦略部 附属病院の経営戦略に関すること
臨床医学教育研修センター 臨床研究医の院内における管理、支援に

関すること
ふたば救急医療総合支援センター 双葉地方の二次救急の確保及び広域的な総合

医療支援に関すること
診 循環器内科 (1)　臨床医学の教育及び研究に関すること
療 血液内科 (2)　医療の提供及び保健指導に関すること
科 消化器内科

リウマチ・膠原病内科
腎臓・高血圧内科
糖尿病・内分泌代謝内科
脳神経内科
呼吸器内科
漢方内科
腫瘍内科
総合内科
呼吸器外科
消化管外科
肝胆膵・移植外科
乳腺外科
小児外科
甲状腺・内分泌内科
甲状腺・内分泌外科
心臓血管外科
脳神経外科
整形外科
形成外科
産科
婦人科
小児科
小児腫瘍内科
眼科
皮膚科
泌尿器科・副腎内分泌外科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
心身医療科
放射線科
放射線治療科
核医学科
麻酔・疼痛緩和科
病理診断科
歯科口腔外科
救急科
リハビリテーション科

中 検査部 臨床検査に関すること
央 放射線部 放射線等による診療に関すること
診 手術部 手術に関すること
療 集中治療部 集中治療に関すること
施 総合周産期母子医療センター 総合周産期母子医療に関すること
設 病理部 病理解剖及び病理学的診断に関すること

輸血・移植免疫部 輸血及び移植免疫に関すること
地域・家庭医療部 地域及び家庭医療に関すること
内視鏡診療部 内視鏡診療に関すること
リハビリテーションセンター リハビリテーションに関すること
救命救急センター 救命救急医療に関すること
臨床腫瘍 化学療法部門 外来化学療法、緩和ケア等に関すること
センター 放射線治療部門

小児腫瘍部門
緩和ケア部門
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臨床工学センター 臨床工学に関すること
人工透析センター 人工透析に関すること
痛み緩和医療センター 痛み緩和医療に関すること
甲状腺・内分泌診療センター 甲状腺・内分泌診療に関すること
人工関節センター 人工関節に関すること
遺伝診療部 遺伝診療に関すること
こども医療センター こども医療に関すること
脳疾患センター 脳疾患診療に関すること
移植医療部 移植医療に関すること
心臓血管センター 心臓血管診療に関すること
小児・ＡＹＡがん長期支援セン 小児・ＡＹＡがんの長期支援に関すること
ター
がんゲノム医療診療部 がんゲノム医療に関すること
生殖医療センター 生殖医療に関すること
先端的低侵襲手術センター 先端的な低侵襲手術に関すること
呼吸器センター 呼吸器診療に関すること
栄養管理部 栄養管理に関すること
材料部 医療材料に関すること
臨床研究教育推進部 臨床研究教育推進に関すること

性差医療センター 性差医療に関すること
臨床研究 教育・相談部門 (1)　臨床研究及び治験の実施支援に関すること
センター 実施支援部門 (2)　医行為を伴う臨床研究の実施に関すること

事務部門
診療支援部 診療支援に関すること
看護部 (1)　看護に関すること

(2)　診療の補助に関すること
薬剤部 (1)　調剤及び製剤に関すること

(2)  その他薬剤に関すること
運営・管理部 附属病院の運営・管理に関すること

ふくしま国際医療 放射線 企画室 放射線影響に係る県民等の健康管理に関すること
科学センター 学県民 甲状腺 甲状腺検査推進室

健康管 検査部門 甲状腺検査業務室
理セン 健康調査 基本調査・線量評
ター 基本部門 価室

健康診査・健康増
進室

健康コミュニケー
ション室

健康調査 こころの健康度・
県民支援 生活習慣調査
部門 支援室

妊産婦調査室
健康調査 疫学室
支援部門 リスクコミュニ

ケーション室
情報管理・統計室
がん登録室

広報・国際連携室
健康増進センター 県民の健康づくりの支援に関すること
甲状腺・内分泌センター (1)　甲状腺・内分泌疾患の総括及び研究に関する

こと
(2)　放射線医学県民健康管理センターの甲状腺

検査部門との調整に関すること
先端臨 基盤研究部門 (1)　先進的医療機器を活用した疾病の早期診断に
床研究 受託研究部門 関すること
センタ PET検査部門 (2)　放射性薬剤の研究開発に関すること
ー 臨床研究 ・治験部門

環境動態調査部門
国際連携部門

医療- 生体分子プロファイリング部門 各分野における医療界と産業界の橋渡し支援によ
産業 ティッシュファクトリー部門 る諸疾患の新規治療薬・診断薬・検査試薬・医療
トラン セルファクトリー部門 機器などの開発の支援に関すること
スレー ジーンファクトリー部門
ショナ プロテインファクトリー部門
ルリサ リサーチモデルファクトリー
ーチセ 部門
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ンター センター事務室
臨床研究イノベーション 健康長寿に貢献する研究の世界への発信、次世代
センター を支える臨床研究人材の育成と県内外の優秀な

若手医師の定着推進に関すること
会 総合内科学講座 各分野における教育及び研究に関すること
津 漢方医学講座
医 循環器内科学講座
療 血液内科学講座
セ 消化器内科学講座
ン 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科学講座
タ 感染症・呼吸器内科学講座
ー 精神医学講座

小腸・大腸・肛門科学講座
外科学講座
整形外科・脊椎外科学講座
耳鼻咽喉科学講座
麻酔科学講座
臨床医学部門

附 医療安全部 医療の安全管理に関すること
属 感染対策部 感染管理に関すること
病 医療情報部 (1)　医療情報システムの管理及び運営に関するこ
院 と

(2)　病歴に関すること
患者支援センター 患者の支援及び他の医療機関との連携に関する

こと
研修教育センター 研修医及び研修生等の研修教育に関すること
診療部 附属病院の診療に関すること
診療部の 総合内科 (1)　臨床医学の教育及び研究に関すること
内部組織 漢方内科 (2)　医療の提供及び保健指導に関すること

漢方外科
循環器内科
血液内科
消化器内科
糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科
感染症・呼吸器内科
脳神経内科
心身医療科
小腸・大腸内科
大腸肛門外科
外科
呼吸器外科
整形外科・脊椎外科
眼科
皮膚科
泌尿器科
耳鼻咽喉科
放射線科
麻酔科
病理診断科
歯科
リハビリテーション科
緩和ケア科
心臓血管外科

漢方医学センター 漢方医学に関すること
血液疾患治療センター 血液疾患の治療に関すること
最先端内視鏡診断・治療センター 最先端の内視鏡による診断・治療に関すること
脊椎・脊髄先進医療センター 脊椎・脊髄の治療に関すること
緩和ケアセンター 緩和ケアに関すること
中央診療部門 中央診療部門に関すること
中央診療部 臨床検査部 臨床検査に関すること
門の内部組 放射線部 放射線等による診療に関すること
織 手術部 手術に関すること

内視鏡部 内視鏡診療に関すること
リハビリテーション部 リハビリテーションに関すること
臨床工学部 臨床工学に関すること
人工透析部 人工透析に関すること
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外来化学療法部 外来化学療法に関すること
輸血・血液管理部 輸血及び血液管理に関すること
栄養管理部 栄養管理に関すること
材料部 医療材料に関すること

看護部 (1) 看護に関すること
(2) 診療の補助に関すること

薬剤部 (1) 調剤及び製剤に関すること
(2) その他薬剤に関すること

附属研究所 臨床疫学研究室 臨床疫学の研究に関すること
医療工学研究室 医療工学の研究に関すること
漢方医学研究室 漢方医学の研究に関すること

事務局 経営企画室 (1)　会津医療センターの運営に係る事務の調整に
関すること

(2)　会津医療センターの広報に関すること
(3)　会津医療センターの医療法各種届出に関する

こと
(4)　会津医療センターの経営、企画に関すること
(5)　会津医療センターの地域医療支援に関するこ

と
(6)　会津医療センターの医師の教育研究・研修に

関すること
(7)　会津医療センター幹部会、教授会、経営企画

会議に関すること
総務課 (1)　会津医療センターの人事等に関すること

(2)　会津医療センターの組織・定数管理に関する
こと

(3)　会津医療センターの会計事務に関すること
(4)　会津医療センターの公印の管理に関すること
(5)　会津医療センターの文書の収受、配布、発送、

編集及び保存に関すること
(6)　会津医療センターの給与等の支給に関するこ

と
(7)　会津医療センターの旅費の支給に関するこ

と
(8)　会津医療センターの危機管理に関すること
(9)　会津医療センターの施設管理に関すること
(10) 会津医療センターの財産の取得、処分及び

管理に関すること
(11) 会津医療センターの物品の取得、管理及び

処分に関すること
(12) 会津医療センターの用度(医事課所管のもの

を除く。)に関すること
(13) 他課に属さない事務に関すること

医事課 (1)　会津医療センターの医事業務に関すること
(2)　会津医療センターの医業会計に関すること
(3)　会津医療センターの用度(薬品、診療材料、

食材)に関すること
(4)　会津医療センターの医療情報管理に関する

こと
(5)　会津医療センターの医療相談、訴訟示談等に

関すること
(6)　会津医療センターの地域連携に関すること

別表第2（第12条第3項関係）
職 職務

主任主査 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
専門建築技師 上司の命を受け、担任の高度な建築技術を処理する。
専門電気技師 上司の命を受け、担任の高度な電気技術を処理する。
専門司書 上司の命を受け、担任の高度な図書館の専門的事務を処理する。
専門心理判定員 上司の命を受け、担任の高度な専門的心理判定を処理する。
主査 上司の命を受け、担任の事務を処理する。
主任建築技師 上司の命を受け、担任の建築技術を処理する。
主任電気技師 上司の命を受け、担任の電気技術を処理する。
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主任司書 上司の命を受け、担任の図書館の専門的事務を処理する。
主任心理判定員 上司の命を受け、担任の専門的心理判定を処理する。
副主査 上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。
副主任建築技師 上司の命を受け、高度な建築技術をつかさどる。
副主任電気技師 上司の命を受け、高度な電気技術をつかさどる。
副主任司書 上司の命を受け、高度な図書館の専門的事務をつかさどる。
副主任心理判定員 上司の命を受け、高度な専門的心理判定をつかさどる。
主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。
技師 上司の命を受け、技術をつかさどる。
建築技師 上司の命を受け、建築の技術をつかさどる。
電気技師 上司の命を受け、電気の技術をつかさどる。
司書 上司の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。
心理判定員 上司の命を受け、専門的心理判定をつかさどる。
主任専門医療技師 上司の命を受け、担任の高度な病理細菌検査、理学療法等の業務を処理する。
主任専門放射線技師 上司の命を受け、担任の高度な放射線技術に関する業務を処理する。
専門栄養技師 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務を処理する。
専門薬剤技師 上司の命を受け、高度な薬剤業務を処理する。
専門医療技師 上司の命を受け、高度な病理細菌検査、理学療法等の業務を処理する。
専門放射線技師 上司の命を受け、高度な放射線技術に関する業務を処理する。
主任栄養技師 上司の命を受け、担任の栄養指導の業務を処理する。
主任薬剤技師 上司の命を受け、担任の薬剤業務を処理する。
主任医療技師 上司の命を受け、担任の病理細菌検査、理学療法等の業務を処理する。
主任放射線技師 上司の命を受け、担任の放射線技術に関する業務を処理する。
副主任栄養技師 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。
副主任薬剤技師 上司の命を受け、高度な薬剤業務をつかさどる。
副主任医療技師 上司の命を受け、高度な病理細菌検査、理学療法等の業務をつかさどる。
副主任放射線技師 上司の命を受け、高度な放射線技術に関する業務をつかさどる。
栄養技師 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。
薬剤技師 上司の命を受け、薬剤業務をつかさどる。
医療技師 上司の命を受け、病理細菌検査、理学療法等の業務をつかさどる。
放射線技師 上司の命を受け、放射線技術に関する業務をつかさどる。
主任専門看護技師 上司の命を受け、担任の高度な看護の業務を処理する。
専門看護技師 上司の命を受け、高度な看護の業務を処理する。
専門保健技師 上司の命を受け、高度な保健指導の業務を処理する。
専門助産技師 上司の命を受け、高度な助産及び保健指導の業務を処理する。
主任看護技師 上司の命を受け、担任の看護の業務を処理する。
主任保健技師 上司の命を受け、担任の保健指導の業務を処理する。
主任助産技師 上司の命を受け、担任の助産及び保健指導の業務を処理する。
副主任看護技師 上司の命を受け、高度な看護の業務をつかさどる。
副主任保健技師 上司の命を受け、高度な保健指導の業務をつかさどる。
副主任助産技師 上司の命を受け、高度な助産及び保健指導の業務をつかさどる。
看護技師 上司の命を受け、看護の業務をつかさどる。
保健技師 上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。
助産技師 上司の命を受け、助産及び保健指導の業務をつかさどる。
がん看護専門看護師 上司の命を受け、専門看護分野（がん看護）の業務をつかさどる。
精神看護専門看護師 上司の命を受け、専門看護分野（精神看護）の業務をつかさどる。
小児看護専門看護師 上司の命を受け、専門看護分野（小児看護）の業務をつかさどる。
主任准看護技師 上司の命を受け、看護の補助業務を処理する。
主任技能職員 上司の命を受け、担任の技能的業務を処理する。
主任運転士 上司の命を受け、担任の自動車運転の業務を処理する。
主任調理師 上司の命を受け、担任の調理の業務を処理する。
主任給食員 上司の命を受け、担任の給食の業務を処理する。
主任動物管理職員 上司の命を受け、担任の動物の飼育業務の補助的労務を処理する。
主任校務職員 上司の命を受け、担当の大学の労務を処理する。
技能職員 上司の命を受け、他に定めがあるもの以外の技能的労務に従事する。
運転士 上司の命を受け、自動車運転の技能的労務に従事する。
調理師 上司の命を受け、調理の業務に従事する。
給食員 上司の命を受け、給食の業務に従事する。
看護助手 上司の命を受け、看護業務の補助的労務に従事する。
動物管理職員 上司の命を受け、動物の飼育業務の補助的労務に従事する。
校務職員 上司の命を受け、大学の労務に従事する。
専門員 上司の命を受け、担任の専門的業務に従事する。
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